
平成 19 年９月６ 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

 

場所 １号機 

件名 タービン建屋におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

９月５日午前 10 時 12 分頃、１号機のタービン建屋地下２階において、協力企業作業

員が、配管修理のためグラインダーを使用していたところ、グラインダーの回転部が左

手中指にあたり負傷したため、応急処置の後、業務車で病院に搬送した。 

 作業員の身体に放射性物質による汚染なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

診察の結果、左手中指の挫創を確認。（不休傷） 

 

 

 

 

 本事象は【中越沖地震】に関連する事象ではありません。  


